
１．はじめに

災害時要援護者対応の必要性は広く認知されてきている。

しかしこれまでは一部の対象者、すなわち要援護度の高い

個人に着目して検討してきた。具体的には被災リスク、な

かでも生命リスクの高さに注目してきたといってよい。

しかし、災害時における要援護者の発生および対応は、

点的ではなく面的であることから、個々の被災リスクの高

さのみに注目すればよいわけではない。災害時要援護者対

応が面的であるという意味はふたつある。

まず１点目は、ハザードとの関係を指している。災害時

要援護者が潜在的に抱える脆弱性は、ハザードと出会うこ

とで顕在化する。そのハザードは、一定の地理的空間にお

けるできごとである。したがって対応も、一定の空間内の

資源を活用することを中心に考える必要がある。

２点目は、ハザードと出会って顕在化する脆弱性への対

応は、困難な事例が１例あるときだけでなく、個々には深

刻な対応を要しないが、多くの人への対応を要する場合に、

やはり対応量が増大し、困難になるということである。し

たがって、災害時要援護者への対応を検討する場合に、個々

には援護度が低くとも、実数が多いものについても検討が

必要である。

そこで、一見大丈夫なように思えるが、大勢の人々への

対応について改めて必要性を検討し、対応の要点を探りた

い。具体的には、乳幼児帯同者について考察する。

２．研究の背景

乳幼児およびその帯同者は、これまで災害との関係でど

のように扱われてきたのか、先行研究を概観する。

� 災害時要援護者の定義とこれまでの取り組み

2006年３月に内閣府が示した「災害時要援護者避難支援

ガイドライン（以下、「ガイドライン」）」は、災害時要援

護者を「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自

らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連

の行動をとるのに支援を要する人々」と定義した。一般的

に災害時要援護者と見なされる人々の例として、「高齢者、

障害者、外国人、乳幼児、妊婦等」を挙げている。

「ガイドライン」は災害時要援護者対応について、自助

および共助が基本的な役割を担うことを確認している。そ

のうえで市町村に対し、個別の避難支援プランを作成する
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よう求めている。その際、網羅的に対策を実施するのでは

なく、先駆的に対応に取り組んでいる自治体を参考に、対

象者を優先的・重点的にしぼりこんで実施するよう提案し

ている。具体的には、高齢者（要介護、独居世帯、高齢者

のみ世帯）や、身体障害者手帳および療育手帳保持者等が

挙げられており、乳幼児は具体例のなかには入っていない。

なお、単に個人の心身状態だけでなく、当該地域で想定さ

れているハザード情報を参考にして対象を決定するよう勧

めている1）。

これまでの災害時要援護者支援に関する取り組みおよび

研究の特徴は、災害発生時の生命リスクの低減を目指すこ

とにある。具体的には、以下の２点が指摘できる。１点目

は、応急避難支援に焦点をあてていることであり（避難行

動と福祉避難所の運営）、２点目は主な対象を限定して取

り組んでいることである。要介護高齢者や身体障害者、医

療依存度の高い人々といった、生命リスクの高い人々に、

限られた社会資源をまず集中しようとしていると考えられ

る。

� 災害時要援護者としての乳幼児の特徴

ここであらためて、災害時要援護者としての乳幼児につ

いて考察したい。

災害時要援護者とは、情報を受信して適切に解釈し、実

際に適切な避難行動をとるという一連の過程になんらかの

支援を要する人々のことであった。例えば、視聴覚障害者

は情報を入手する部分に支援が必要だと考えられ、肢体不

自由者は移動介助が必要だと考えられる。

乳幼児については、情報を自ら受信して適切に解釈する

ことも、得た情報に基づいて合理的な避難行動をとること

も極めて困難である。月年齢によっては、徒歩での移動す

らままならない。このことから、乳幼児は被災リスクの極

めて高い存在であることがわかる。

しかし先に見たように、乳幼児は優先的に対応すべき対

象として扱われてはいない。なぜなら、乳幼児は単独で存

在するのではなく、ほとんどの場合、そばに保護する大人、

より具体的には母親がいると想定されているからだ2）。こ

の前提のゆえに、例示としては災害時要援護者に挙げられ

るものの、乳幼児は現実的にはすでに支援を受けていると

みなされており、具体的な対策を立てる必要性は低いと考

えられている。それでは、乳幼児を帯同する人は、「災害

時要援護者」ではないのだろうか。以下ではこの点につい

て、先行研究から考察する。

� 乳幼児帯同者への災害時の対応

ここでは、乳幼児およびその帯同者について、どのよう

に論じられてきたのかを整理する。

そもそも、災害時の乳幼児への対応についてはこれまで

限定的に検討されるにとどまっている。災害時の乳幼児へ

の対応に関する日本語論文は、国立情報学研究所論文情報

ナビゲータに50件近く登録されている。しかしそのほとん

どは治療に関する医学系の論文である。一部、阪神・淡路

大震災後のこころのケアについての報告もある。災害時の

乳幼児ケアについて、避難支援や社会システムとの関連で

書かれた論文は、清水（2001）3）など数本の例外的存在と

なっている。

災害時の乳幼児ケアのうち、避難支援や生活支援につい

て検討している内容では、保育所に関するものが目につく。

具体的には、福祉施設としての保育所に注目するものがあ

る。親がそばにいるはずと見なされている乳幼児ではある

が、親と離れて保育所にいる場合があるわけだ。2010年４

月１日時点で、保育所を利用している乳幼児は、未就学年

齢児全体の32.2％である。３歳児未満に限定すると、この

数字は22.8％になる4）。つまり、乳幼児全体の多く見積もっ

て３割について検討していることになる。援護すべき親が

そばにいないため、施設の対応について検討するわけであ

る。援護すべき対象が集合しているなかでの災害対応につ

いての検討や、避難場所としての活用が期待される保育所

に求められる施設基準についての検討がおこなわれている

（関川・広田 20085）、大西・原田 19946））。また清水

（2001）3）は、発達障害児を対象に検討している。この場合

も、乳幼児の全体集合のなかで、障害を持つ子どもという、

よりニーズが先鋭化すると考えられる対象を取り上げたと

いえる。

これに対して関川・広田（2008）5）では、災害時に保育

所を乳幼児の就寝場所として活用した経験から、ある都市

に存在する保育所で、その都市に住む乳幼児全員を応急避

難場所として受け入れることが可能かどうかの検討をおこ

なっている。これは、日頃保育所を利用しているかどうか

を問わない乳幼児全体についての検討であり、特筆に値す

る。

以上のことから災害時の乳幼児対応について日本の研究

者は、医学分野を除いてあまり関心を払ってこなかったと

いえる。先行する少数の研究では、保育所でケアされてい

る、親がそばにいないと見なされるケースや、心身障害を

持っているなどの、一部の場合について検討していた。

では、より実践的な調査報告書および、行政等の実務レ
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ベルでの取り組みでは、どのように扱われているだろうか。

報告書等について概観する。災害時の乳幼児支援の取り組

みは、広がっているとまでは言えないが、先駆的な都道府

県でガイドラインが作成されている。共通する特徴は、乳

幼児帯同者を援護が必要な人であるととらえている点であ

る。

まず、1998年に神戸大学医学部により、冊子「乳幼児を

持つ家族を支えるために」7）が作成されている。この冊子

は、厚生労働省の科学研究補助金研究の成果をもとに、阪

神・淡路大震災での被災体験の中長期的な影響について、

母子のこころのケアという観点からまとめたものである。

医療現場や教育、福祉現場の専門家を読者として想定した

対応マニュアルになっている。タイトルからもわかるよう

に、この冊子では乳幼児のみを支援対象と考えているので

はなく、乳幼児のケアを担当する人をも支援の対象に加え

ている点が大きな特徴である。

2004年に発生した一連の風水害での人的被害発生状況を

受けて、内閣府は「集中豪雨時等における情報伝達及び高

齢者等の避難支援に関する検討会」を設けた。この検討会

は翌年、「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」へ

と発展している。既述のように、これらの検討会報告やガ

イドライン中では、乳幼児は重点的に扱われてはいない。

しかし、災害時要援護者の概念を明確にし、支援のガイド

ラインを示したことは、次に述べる調査報告ならびに、ガ

イドラインを導出したと考えられるのである。

内閣府の「ガイドライン」1）が2006年３月に出た後の同

年７月、株式会社インターリスク総研から一冊の報告書が

発行される。「乳幼児への災害支援に関するニーズ調査報

告書」8）である。報告書前文には、ニーズ調査が実施され

た経緯が次のように述べられている。

（…前略。引用者注：内閣府の）検討の中では、我が

国で少子高齢化が進んでいること、現実問題として積

極的な情報収集や迅速な避難行動など防災適応行動が

困難なことから、「高齢者」あるいは「心身障害者」

（多くの身体障害者は高齢者でもある）が災害時要援

護者の筆頭として挙げられることが多い。実際、高齢

者あるいは障害者が手厚い支援を要することは間違い

ないが、同じように災害時要援護者として考えられて

いる「乳幼児」に対するニーズ調査や、当事者（保護

者、保育施設関係者等）を交えた支援策の検討などは

あまり聞いたことがない…（中略）…行政で進められ

ている災害時要援護者支援策に「乳幼児支援」の観点

がどの程度反映されているかは不明である。また、当

事者らの自助努力促進への働きかけも、これまでの行

政の取り組みとしては十分とは言えない。つまり、こ

と「乳幼児支援」に関しては、自助、共助、公助とも

に全体的に検討と備えが不足していると考えられるの

である…（後略）（インターリスク総研 2006：３）8）

以上の記述から、この報告書は、災害時の乳幼児支援に

ついての行政による検討が不足しているという問題意識か

ら、一歩踏みこんで対応と備えを促すために作成されたと

考えられる。

この報告書の特徴は、保育所の利用の有無に関わらず、

広く被災家庭からニーズ調査をおこなっている点である。

乳幼児のなかの特別な場合についてのみ検討するのではな

く、広く乳幼児一般を対象としている。

さらに、乳幼児の親や保育所等の施設を「当事者」とし

て位置づけている。この報告書でいう「ニーズ」には、乳

幼児がその心身の特徴から必要とする事項だけでなく、乳

幼児ケアを担当する人のニーズが含まれている。さらに、

「当事者」に対しての提言として、日頃から連携する等の

「自助」を促している点も特徴として挙げることができる。

つまり、この報告書内で「災害時要援護者」とは一義的に

は乳幼児を指すのであるが、実際には乳幼児帯同者をも災

害時要援護者であると見なしているのである。

行政では2007年３月に、東京都が「妊産婦・乳幼児を守

る災害対策ガイドライン」9）を公表している。これは、市

町村の防災担当者を主たる読者に想定したガイドラインで

ある。

東京都のガイドラインは、「乳幼児」そして「妊婦」に

ついて主として検討している。特に、妊婦の心身状態は個

人差が大きく、また個人内での変化が大きいことが強調さ

れている。

このガイドラインでは冒頭に災害時要援護者について考

え方が整理されている。乳幼児および妊産婦は、表１の整

理のように、災害時要援護者だとされている。妊産婦は、

乳幼児帯同者の一例だと考えられるから、東京都のガイド

ラインでも、乳幼児帯同者を災害時要援護者として見なし

ていると考えることができる。

以上の災害時の乳幼児支援に関する議論を整理すると、

学術的な言説にあっては、「災害時要援護者」は乳幼児を

指すことばである。しかし、より実践的には乳幼児単独で

支援することは想定し難く、乳幼児を保護する者、帯同す

る者（家族や親など）をも「災害時要援護者」とみなして
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いることがわかる。本稿は、この立場から乳幼児およびそ

の帯同者の支援について検討する。

� 乳幼児帯同者は災害時要援護者である

ここでは、乳幼児帯同者は対応を検討すべき「災害時要

援護者」であることを確認したい。

まず１点目は、「災害時要援護者」概念は、個人の心身

属性を指すことばではない、という点である。越智・立木

（2007）10）、Comafay他（2009）11）に言うように、人と環境

との相互作用のなかでどの程度困難が生じるかということ

が、災害時の要援護度を規定する要因のひとつである。

乳幼児帯同者は自分ひとりのとき、心身健康であれば

「災害時要援護者」とはみなされない。しかし同じ人が、

乳幼児の避難行動や避難生活に責任を持ってともに行動す

るとき、とたんに多くの困難に遭遇する。例えば乳幼児を

複数人数抱えて、自分ひとりの状況判断で応急避難行動を

とるような場合の困難さは、乳幼児のものというよりはむ

しろ、乳幼児を帯同する者の困難だと考えるべきである。

さらに、インターリスク総研（2006）8）が指摘するよう

に、自身も周囲の人々も、乳幼児帯同者を「災害時要援護

者」であると認知していない。このことが乳幼児帯同者の

災害時要援護度を高めている可能性は看過できない。越智・

立木（2006）10）で検討した在宅人工呼吸器装着者の場合は、

移動に完全介助が必要な身体状態である彼らを周囲の人々

が案じることにより、応急避難行動が展開していく様子が

報告されている。乳幼児帯同者の場合には、当事者は自身

の心身属性から助けが必要だと考えていない。周囲の人々

も、乳幼児の世話は親がするものと考えている。この状況

下では、自助や共助が触発される余地は少ないと考えられ

る。

２点目に、災害とは一定のエリアにおけるできごとであっ

て、災害対応は面的な側面を持つ点である。越智・立木

（2007）12）が指摘するように、災害時の要援護度の高さには、

外力要因をのぞいて２パタンが存在する。ひとつは個人レ

ベルでの、情報提供や行動支援の必要性の高さである。そ

してもうひとつは、個人レベルでは支援の必要性がそう高

くない場合でも、実数が多い場合である。この場合も、被

災エリア全体として対応量は増大する。

乳幼児およびその帯同者は、要介護高齢者や心身障害者

よりも個別の要援護度は低い場合が多いと考えられる。し

かし、実数としてはまとまった数となる。したがって、災

害時の自助・共助・公助のありかたについて検討する意義

は大きいと言える。

３．方 法

乳幼児帯同者がどのように災害時に応急対応したのかを

知り、必要な支援を明らかにするために、2004年に発生し

た台風23号水害に遭遇したふたごの母親を対象として実施

されたインタビューデータを再分析する。用いるデータは、

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構で2008年におこ

なったインタビュー13）の一部である。

� 対 象 者

インタビュー対象者は、兵庫県に住む台風23号水害の被

災者のうち、ふたご育児中の女性４名である。対象者の選

定は、多胎育児サークルの協力を得て、スノーボールサン

プリングによりおこなわれた。対象者の基本属性を表１に

示す。

ふたごの帯同者を調査対象に選定した理由は、次の通り

である。すなわち、平時より多胎育児者は単胎育児者に比

較して、少なくとも移動面で負担が大きい。乳幼児を帯同
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表２ インタビュー対象者の基本属性

p2

表１ 災害時要援護者としての乳幼児・妊婦



することの困難さが、多胎児の場合に先鋭化して表出する

と考えられる。さらに、障害児を帯同する場合と比べて、

周囲の人々による困難さへの理解は低いと考えられる。以

上のことから、ふたご帯同者に限定した。

� 用具および記録

2008年に筆者が実施したインタビューは、阪神・淡路大

震災および台風23号水害で被災した家族が、どのようにし

てまとまりを維持したり再構築するのかを知る目的で一度

分析されている（ひょうご震災記念21世紀研究機構

2009）13）。本稿では、このうち台風23号水害の被災者に対

するインタビューデータを再分析して使用する。

インタビューは、あらかじめ準備した質問を活用しなが

ら柔軟に聞き取りをおこなう半構造化インタビューとして

おこなわれた。主な質問項目は、対象者の家族構成や被災

状況等の基礎項目のほか、発災時の行動や考えていたこと、

当時の気持ちについて等である。対象者の発言は、同意を

得てICレコーダで記録された。得られた音声データから

逐語録を作成し、対象者本人の確認を経て、最終的な逐語

録が作られた。さらに、最終的な逐語録からインタビュアー

の発言を削除し、繰り返し発言をまとめる等の作業をおこ

ない、要約版データが作成された。本稿で用いるのは、公

開されている要約版データである。

� 手 続 き

要約版データについて、文章のまとまりごとに定性的コー

ディング14）を実施し、データの縮約をおこなった。

４．結 果

� どうしていいかわからない

語り手は全員、日常的に乳幼児を帯同している人々であ

る。乳幼児を伴った移動には慣れている。しかし災害時に

は、避難すべきかどうか、避難するならいつどこにすべき

か、浸水にどのように対応すればよいのかうまく考えるこ

とができなかったと述べている。特に、状況判断や意思決

定を単独でおこなう場合に不安が強くなり、混乱する。

もう、どうしていいかわからへんし、避難するのか

どうかもわからへんし。（Aさん）

あ、主人やと思って、「どうするーん、逃げたらい

いの」とか言って。実際は、全然知らない人なんです

けど。（Aさん）

「もう、水来てるよー。」とか言って、どうしよう

とか言っててんけど、もうしゃあないやんみたいな。

子どもを抱きかかえて逃げられるわけじゃないんで、

もう、逃げようがない。（Aさん）

もう、そのときはどうしていいかわからない。わた

しの頭の中もパニック状態。１人で子どもも守らない

といけないし、物も上げないといけないしとかいうの

があったから、うわー、どうしたらいいのよって。

（Aさん）

広報車は走ったとかいってたけど、全然、何も聞こ

えない。で、御近所さんもみんな、避難されてないし。

（Aさん）

防災無線が各家庭に配られとったんですけど、もう

そんな勧告とか、指示とか、今でこそわかるけど、当

時そんなんわからない。そこまで押し迫ったことじゃ

ないと思ってて、やばいなと思った時点でもう腰あた

りになってるし、出れない状態だったんで、本当に人

ごとのように思ってました。（Bさん）

あっという間にだんだんと水がふえてくるし、いつ

逃げたらいいかわからない。逃げるとしても、その場

所も当時頭に入ってなかったんかなあ。電気も消えちゃ

うし、携帯電話も電池がなくなって、実家からもメー

ルが入るんだけど、だんだんと電池が切れて。（Bさ

ん）

もう１人で子供と大パニックで。これ、もし水浸し

になったら、私は１歳２人と３歳１人と、だれを連れ

て逃げるみたいな不安がずっとあって。なんかこれは

いつもの状態とは違うなと思って、急いで早炊きで御

飯を炊いて、おにぎりして逃げなあかんわと思って、

おにぎりしながら、もう動揺してるとね、何か行動が

おかしいんです。（Cさん）

お隣さんは、何か親戚だかに行くわっていうことやっ

て、うちもどうしよう、とは思うものの、なぜか「大

丈夫だろう」っていう気があったんで、そんな避難す

るっていう考えはぎりぎりまでなかったんです。防災

無線は、避難場所の案内をしてました。避難のタイミ

ングについてはわからない。（Cさん）

とにかく、ちっちゃい子を複数人数連れてるってい

うのが、パニックというか。子ども１人、２人ぐらい

だったら、水の中、抱えてでも連れて逃げられるって

いうのがあったんですけど。３人いて、だれを置いて

行こうみたいな。本当にそこまでのぎりぎりの時点で

は、ねえ。避難するにしても、自宅にとどまるにして
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も、子どもが小さいということがパニックというか、

判断の感覚を麻痺させるっていうんですか。（Cさん）

だんながいなくて、１人やったらとんでもない、も

うどうしようって感じですよね。（Dさん）

以上の「どうしていいかわからない」は、怖がって泣き

出したり逆にはしゃいだりしてしまう子どもたちのケアを

しつつ、おむつや着替え、気を惹くおもちゃ等の大量の荷

物をまとめつつ、水位をうかがい状況判断をおこなうとい

うマルチタスクが存在することと、その対応をひとりでお

こなうことはきわめて困難であることを示めしている。ま

た、防災無線や行政の広報車からの情報を適切に受信でき

ておらず、被災当時は、災害時の適切な行動、なかでも乳

幼児を帯同しての応急避難行動に関する適切な知識を持っ

ていなかったことがわかる。

� とりあえず帰ってきて：相談の希求

語り手が意思決定するときにもっとも参考にするのは配

偶者の意見であった。４人のうち２人は、被災時に配偶者

がそばにいた。ひとりは「避難しない」ことを配偶者が決

定し、もうひとりは「夫がいたから判断できた」と振り返っ

ている。あとのふたりは、夫が消防団活動に従事しており

そばにいなかった。

状況判断について、近隣とコミュニケーションをとった

例は、BさんとCさんであった。

うわー、どうしたらいいのよって。何回も電話、だ

んなに電話したけど、通じない。（Aさん）

ご近所での声かけとか、避難勧告とかはなかったで

す。広報車は走ったとかいってたけど、全然、何も聞

こえない。（Aさん）

近所づきあいはとくにないです。ふだんは、回覧板

のやりとりとか、それで顔を合わしたらこんにちはと

かって言う程度で、後は全然。だから、全部自分で判

断しました。（A）

いつ避難すればいいのかパニックになるので、言っ

てもらったら助かると思います。早めに教えてもらえ

たら、車も高いところに上げれるし、子どもも一緒に

逃げれるし。（Aさん）

父さんは車を動かしに行った後で「もうしやあない、

今さらこんな小さいの２人、３人おるのに、うちは動

けれへん！絶対２階まで水が来ることはない！！」っ

て判断して。（Bさん）

そこはずっと昔から住んではって、私らなんかは引っ

越してきたもんだから、様子がわからないでしょう。

「こんな台風今まであったん」ってきいたら、「初めて

だ」って。「もし一軒家のみなさんが逃げなるんだっ

たら、うちも逃げるで、そのときは連絡して」って。

（Bさん）

うちの夫は当時もう消防団員ではなかったんですけ

ど、土のうを積みに出かけちゃって。もうみんな協力

して出てくださいっていうことで、出て行かれて、ま

ずその時点でもうパニックなんです。（Cさん）

どうしよう、どうしようと思って７時ぐらいかなあ、

夫に電話しようとしたんです。ちょっとこれは前の川

の様子がおかしいと思って。これあふれたら、１人で

子供２人は連れて逃げれるけど、１人で３人は無理だ

と思って、ほかの消防団員の人とかには悪いんやけど、

帰ってきてほしいって電話しようと思ったんです。け

ど、もうその時点では電話が混線状態で、何回かけて

もつながらなくて。10分、20分ずっとかけ続けてやっ

とつながって、そっちはどうかわからへんけど、とり

あえず帰ってきてって言って、帰ってきてもらえて。

（Cさん）

避難のタイミングについては、お隣さんとどうする、

って話はしました。お隣さんは、何か親戚だかに行く

わっていうことやって、うちもどうしよう、とは思う

ものの、なぜか「大丈夫だろう」っていう気があった

んで、そんな避難するっていう考えはぎりぎりまでな

かった。（Cさん）

今思い返して見ると、夫がいてくれたからこそ、そ

うやってホテルとかも泊まれたし、私一人だったらそ

こまで頭回らないし。（Dさん）

災害時の応急対応について、語り手は配偶者の意見をか

なり重視している。越智・立木（2006）11）で報告されてい

る人工呼吸器装着者の事例では、近隣やケアネットワーク

の構成員が声をかけるなどして応急避難行動の選択に関わっ

ていた。比較すると乳幼児の場合は、相談できる資源が少

なく孤立しがちであることがわかる。

今回の結果では、乳幼児帯同者は、災害時の行動を配偶

者に相談して決めたいと望んでいた。一方で、乳幼児を育

てている年齢層は、地域社会から消防団活動への参加が期

待されている世代でもある。近年、消防団員は減少してお

り、増加への取り組みがおこなわれている。消防団維持の

観点からも、乳幼児帯同者の状況判断や意思決定を支援す
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る共助の仕組みが求められる。

� そういうときぐらい預けられるところがあったら

語り手は当時、専業主婦として育児をおこなっていた。

したがって、子どもの面倒をみることは、基本的に自分の

担当だと考えている。自分たちの親といったインフォーマ

ルな資源以外に、子どもを預けて何かの作業に従事すると

は発想しにくい。

しかし、水害からの復旧期では、切実な一時保育ニーズ

が存在した。

後片付けが大変でした。子どもは家にいて面倒をみ

ないといけないけど、親は片づけないといけないし。

で、子どもをみてくれるボランティアさんとかいない

ですかと市役所に聞いたら、ボランティアはもう終わ

りましたって言われて。（Aさん）

お兄ちゃんの保育所が登園できるようになって、連

れて行ったら、すごっい元気でうれしげに遊んでいる

んですよ。それをみて、やっぱり私らが手伝いに行っ

た幼稚園をおろそかにしていたら、子供らが遊べない

状態だったんだなー、ああ、やっぱり幼稚園をきれい

にしてあげてよかったんだ。（Bさん）

床下浸水だったんで、その床を上げて、下を乾かし

たりとか、泥を取ったりするときに、３人の子供を連

れてたら仕事ができない。ほんとに作業が進まない。

（Cさん）

そういうときぐらい預けられるところがあったらよ

かったんですけど、地域にある保育園２つのうち、１

つはもう浸かっちゃってて。（Cさん）

周りがみんな被災されてる方が多いんで、なんか周

りにも頼みにくいっていうか、親以外の近所の人とか

も。（Cさん）

乳幼児を帯同しての清掃作業は困難だが、子どもを気軽

に預けられるサービスは意識されていない。被災地の自治

体は、保育所での一時保育を実施していたが、周知されて

いなかった。Aさんは、子どもの面倒を見てくれるボラ

ンティア派遣を希望したが、マッチングは叶わず、一時保

育サービスの案内はされなかった。復旧復興期の一時保育

ニーズは大きいが、利用できる社会資源は少ないと言える。

また、保護者が自宅清掃等の作業に従事するために乳幼

児の一時保育ニーズが発生するだけでなく、子どもが持っ

ている遊びのニーズへの対応もあわせて必要であることが

示唆される。

５．考 察

台風災害時に乳幼児帯同者がどのように行動し、どのよ

うなことを考えていたかを見てきた。結果は、①乳幼児を

帯同しての応急避難行動について適切な知識を事前に持っ

ていないこと、②相談できる資源が少なく孤立しがちであ

ること、③復旧復興期の一時保育ニーズは大きいが、利用

できる社会資源は少ないこと、と整理できる。結果をもと

に、災害時における乳幼児帯同者対応のありかたについて、

自助、共助の視点から以下考察する。

� 平時からの備えの重要性

乳幼児帯同者の災害対応行動は、複数の作業を同時進行

でこなす必要のある難易度の高いものであることがわかっ

た。したがって、平時より避難経路の確認や、持ち出し品

の整理等をおこなうことが重要であると考えられる。

インターリスク総研（2006）8）は、乳幼児帯同者に「日

頃から地域社会とのつながりを深める」という形の自助を

おこなうことを提言している。今回の結果からも、乳幼児

帯同者単独での意思決定が困難であることが示された。近

隣と声をかけあって避難する等の行動が円滑にとれること

が望ましい。

� 地域子育て支援拠点への期待

既述のように、保育所を利用している乳幼児は未就学年

齢児全体の32.2％であり、３歳児未満では22.8％であった。

つまり、３歳未満児のおよそ８割は、家庭にいる。彼らは

平時は、保育所を利用していないが、災害時には一時的に

保育ニーズが発生する。これまでは当事者が無理をするか

たちでニーズの顕在化は抑制されてきたが、今後もそのこ

とを当然とするわけにはいかない。しかしかといってニー

ズのすべてを保育所で吸収することは困難であろう。

それならば、彼らが平時に利用している可能性の高い

「地域子育て支援拠点」を利用した共助の仕組みは検討で

きないだろうか。このとき、平時からの備えを組み込んだ

設計が必要だと考えられる。地域子育て支援拠点は、「地

域で子育てを支える」という理念を具現化することを目指

した事業であって、平時の役割は、子育て中の親子が気軽

に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を

提供することである16）。この機能を、災害からの復旧復興

期になじむ形で展開することを早急に検討したい。
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６．おわりに

2011年３月、東日本大震災が発生した。ひとつとして同

じ災害は存在しないが、これまでにわたしたちが得ている

貴重な情報、研究成果は、東日本大震災からの生活復興へ

活用されなければならない。その具体例のひとつは、平時

には自宅で養育されている乳幼児の一時保育ニーズへの対

応である。喫緊の検討課題としたい。

参考文献

１）災害時要援護者の避難対策に関する検討会：災害時要

援護者の避難支援ガイドライン， http://www.

bousai.go.jp/hinan_kentou/060328/hinanguide.pdf

2006.（2011年５月20日取得）

２）災害時要援護者の避難対策に関する検討会：災害時要

援護者の避難対策に関する先進的・積極的な取組事例，

http://www.bousai.go.jp/hinan_kentou/060328/

siryou1.pdf,2006.（2011年５月20日取得）

３）清水民子：災害時の育児支援システム構築の課題：阪

神大震災と障害乳幼児の生活実態から，平安女学院大

学研究年報，（1），pp.55�63 2001．（2011年５月20

日取得）

４）厚生労働省：保育所関連状況取りまとめ（平成22年４

月 １ 日 ） http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/

2r9852000000nvsj.html（2011年５月20日取得）

５）関川智子・広田直行：乳幼児を抱える家庭に対する避

難施設の課題，日本建築学会学術講演梗概集，2008，

pp.821�822，2008．

６）大西一嘉・原田哲也：水害時における保育所の対応に

関する研究，地域安全学会論文報告集，4，pp.209�

213，1994．

７）神戸大学医学部：乳幼児を持つ家族を支えるために，

http://www.med.kobe-u.ac.jp/pediat/chosho/

earth_report/report_2.html1995.（2011年５月20日

取得）

８）インターリスク総研：乳幼児への災害支援に関するニー

ズ調査報告書，2006．

９）東京都福祉保健局：妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガ

イ ド ラ イ ン ， http://www.fukushihoken.metro.

tokyo.jp/kodomo/shussan/nyuyoji/saitai_guidelin

e/index.html，2007（2011年５月20日取得）

10）Comafay,Nicolleetal.：神戸市兵庫区における障害

者の災害時要援護度マッピングの実施研究 脆弱性

の「人－環境相互作用モデル」に基づいて，地域安全

学会論文集，（11），pp.127�134，2009．

11）越智祐子・立木茂雄：「災害時要援護度」概念構築の

試み：台風23号水害時における在宅人工呼吸器装着者

の災害リスク回避行動の分析から，評論・社会科学81，

19�39，2006．

12）越智祐子・立木茂雄：「災害時要援護度」概念の構築

ハザードと脆弱性の相互作用を可視化する，減災，

２，pp.90�98，2007．

13）ひょうご震災記念21世紀研究機構：被災地における家

族の合意形成とそのフォローアップについて 2009．

14）佐藤郁哉：質的データ分析法，新曜社，2008．

15）消防庁：平成22年版 消防白書，http://www.fdma.

go.jp/html/hakusho/h22/h22/index.html,2010.

（2011年５月20日取得）

16）厚生労働省：地域子育て支援拠点事業とは，http://

www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate.html

（2011年５月20日取得）

同志社女子大学 学術研究年報 第62巻 2011年60


